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①現状の課題整理と検討の方向性（案）








● 広めのスペース確保事例の追加等、
要介助者へのスペースや接遇等への対
応に関する考え方・留意点を充実。

＜ハード面・ソフト面＋設計事例の紹介＞②重度の障害、介助者等への対応

○ 建築設計標準に、トイレにおける多様な
動作が可能なスペースの確保や、客席に
おける同伴者対応を記載。

○ 標準的なスペースでの対応が困難な方
や介助者等の利用を想定した寸法例、設
備配置例、接遇等も掲載すべき。

＜障害者団体等からの主なご意見＞







②改正内容について(案)
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③改正内容について(案)
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リクライニング機構・ティルト機構
使用時の全長の例：約145～165cm程度
（寸法はあくまで例であり、これより大きなものもある）

全長：120cm以下
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